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b. 保証関税政策をめぐる 相対立する 4 系 

I11. 1820 年代のアメリカ 経済政策の体系 列の大衆運 俺 

( その五 ) T ナイルズ・ウィークリー・レジスターコ 第 

XXXII 巻を丹念に追いかけてゆくと ，毛織物 

D. 「アメリカ体制」の 経済的効果 工業保護法案の 廃案 (1927 年 2 月 28 日 ) から " リ 

スバー グ 大会 ( 同年 7 月 30 日～ 8 月 3 日 ) に至る 

(4) 1825 年恐慌と保護関税政策 ( その 2 Ⅰ ) 保護関税政策をめぐる 大衆運動の動ぎが ，眼の 

一一 1828 年関税法制定をめぐる 政策論争一一 前でみている よう に明らかになってくる． 

まず， 1827 年 3 月 3 日号に， 連邦上院議員 

a.  利害対立の顕在化 ( 前号 ) N  .  シルスビー (Nathanjel  Silsbee, M ぉ s.)  によ 
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る 毛織物関税引上げ 法案の成立に 反対するボス 

トン商人の請願書提出の 記事 " と， 同じく連邦 

上院議員 D . ウェブスター (D 血 。 l Webste,, 

M め， ． ) に よ る羊毛および 毛織物関税変更法案の 

成立に反対するボストン 市民の抗議 書 提出の記 

事 わが現われる・ 

ここで，ボスト ソ 商人および同市民の 団体 

が ， 同じ年に毛織物工業保護法案の 成立を推進 

した同じマサチュウセッツ 州の毛織物製造業者 

( そのすべてが 株式会社形態の 企業組織をとる 工場経 

営者 ) の利害と訣を 別かって，外国産， とくに 

イギリス産毛織物の 輸入関税の引上げに 反対す 

る請願を行なっている 事実に注目されたい・こ 

の事実の指摘は ，次号で検討される 議論の伏線 

におかるべきものであ る・ 

次いで 1827 年 4 月 21 日号には，国内産業の 保 

護に反対する「ヴァジニア 決議」 3) -__ 国内産業 

を保護するための い かなる権 限も連邦議会に 対して 

賦与さるべきでないことを 決議した ヴア ジニア 州 議 

会の決議， 1    が 現われる・ これもまたボストン 

商人の請願書と 同様，国内産業の 保護政策に反 

対を唱えた「決議」であ ったが，ボスト ソ 商人 

のものと異なって ，憲法論議を 前面 ケこ 押し出し 

たところに特徴があ った・ 

1827 年 6 月 2 日号には，一転して ， これらの 

反対論調とは 正反対の積極的支持の 運動を示す 

記事が現われる・ 1827 年 5 月 t4 日にフィラデル 

フィアで開催された ぺ ンシルヴ ヱ ニア製造業お 

よび機械技術促進協会 (P 。 nn,ylVaniaSo 。 j 。 ty for 

the p,omotion of manufactures md the mach 血 e 

Ⅱ ts, 以下ペンシルヴ ヱ ニア協会と 略 ) の集会 ( 議長 

は同協会の副会長のチャールズ・ J . インガ ソル 

CCh 酊 lesJared Inee 尽 。 町 ，書記はレッドウッド・フ 

ィッシャ CRedwood Fish 。 ，コ ) の 決議がこれであ 

る 4), 

フィラデルフィアで 開催されたこの ぺ ンシル 

ヴヱ ニア協会の集会は ，特筆さるべ き 集会であ 

った． これは後段で 詳細に取上げられる " リス 

バーバ大会の 召集を呼びかけた 決議を含んでい 

たからであ る．すなわち ，それは， 1827 年 7 月 

30 日に ぺ ンシルヴ ヱニァ州 ハリス バ （ グで 保護 

主義者の全国集会が 開催されること ，そのため 

に各州から少なくとも 5 名の代議員が 選出さる 

べきこと，その 任命は， 1827 年 6 月中に，各州 

で開催された 集会で行なわるべ き こと等の事項 

を 盛り込んだ決議であ ったの・ 

続いて， 1827 年 6 月 30 日号では，論調はまた 

また反転する．同年 6 月 15 日，チャールズ トソ 

商業会議所で 一般公開された 国内産業保護反対 

の 一書簡 ( デイヴィッ ド ・アレグザンダ 同会議所会 

頭による 1827 年 6 月 12 日付連邦議会宛書簡 ) および 

連邦議会 宛 請願書が現われているからであ 

る o)   

これは，憲法論議に 基づいて反対論を 展開し 

た 「ヴァジニア 決議」と異なって ，経済論議 仁 

基づいた反対論であ った． その主要な論点は ， 

第 1 に，当該関税が「南部」諸州の 消費にすで 

に加えられている 負担の多い不平等な 課税を一 

層悪化さすものであ ること．第 2 に，当該関税 

が 「南部」座商品作物の 外国市場を一層制限す 

る 傾向をもつものであ ること．一一 この二点で 

あ った． 

7 月に入ると状況は 三たび 大 ぎく変化してく 

る ・ペンシルヴ ，ヱア 協会の呼びかげに 対して 

賛同するさま ぎ まな反応が現われてくる・ 

1827 年 7 月 7 日号には，同年 6 月 あ 日にニュ 

ーヨーク 州ダ " チーズ 郡 パキス シ の裁判所で開 

催された， 同 郡の牧羊業者，毛織物業者および 

「アメリカ体制」支持者の 集会決議が現われ 

る 7)   

この決議のなかでは ，同年 5 月 14 日のぺンシ 

ルヴ ヱ ニア協会フィラデルフィア 集会 ( 前出 ) 

と ， 同年 6 月 5 日， マサチュウセッツ 牧羊 業 

者 ，毛織物業者および「アメリカ 体制」支持者 

のボスト ソ 集会の両議事録が 全面的に承認され 

た上で， 「農業と製造業の 維持」のためには 保 

護が必要であ ること， 「農業と製造業の 利益は 

緊密に関連している 一一一 方の成功は他方の 繁 

栄Ⅴ こ 依存していること」，「毛織物業者と 牧羊業 

者は， ともに打ちのめされ 不況状態にあ るこ 
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と 」等が表明された ， 

また同じ 1827 年 7 月 7 日号には，開催日は 明 

記されていないが ，農業と製造業を 支持する デ 

ラ ラヱァ 州の市民集会の 決議が現われている り ． 
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ア 決議」は，極端なくらい 人の心を惑わす 現実 

離れした空論であ ること，そして「この 国の最 

善の利益と安寧に 反するもの」であ ること，さ 

らに「憲法そのものの 生みの親たる ， ワ シント 

ソ， ハ ，ルトン，マディソ ソ の一致した意見 

や ，憲法のもとで 行動して来たすべての 政権 の 

統一した政策推進にも 矛盾したもの」であ るこ 

と，等が表明された． 

1827 年 7 月 30 日の " リスバーバ大会が 近づく 

と ，保護関税政策に 賛成または反対するこの 種 

の集会が全国各地で 開催された． 

1827 年 7 月 14 日号には， ヴァーモント 州 テト 

ラ ノド で開催された 牧羊業者と毛織物業者の 集 

会 鈴 ， p 一 ドアイランド 州 ニューポートで 開催 

された農業者と 製造業者の集会㎎ ， ニューヨー 

ク州オルバニ 一で開催された 同種のいくつかの 

集会 "', ペンシルヴェニア 州 ハリス " （ グで 開 

催された農業者と 製造業者の集会 " の記事が現 

われるが， 1827 年 7 月 21 日号には， ニュージャ 

一ジ州トヴ レソトンでの 保護主義者の 集会， 鈴 ， 

サウスカロライナ 州カレットン 地区の市民集 

会田， 1827 年 7 月 28 日号には， ニュー ョ （ク川 

オールバニ一での 集会決議 瑚 ， コネティカット 

州，ドルタウンでの 集会Ⅲが現われる・ 

以上を大別する 時， これらの集会を 支える運 

動 は ，理念と利害を 異にした 4 系列の運動に 整 

理されえた． 

第 1 は，ペンシルヴェニア 協会によって 主導 

された国内産業の 保護・育成に 賛同する「アメ 

リカ体制」擁護論者の 運動であ る・この運動の 

特徴は，少なくとも 表面的には，製造業者の 保 

護だけを打ち 出したものではなかったことであ 
ドメステイ ソ 

る ．のちに詳細にみる よう に，それは，国 内 

ク ・イソダストウリー 

産 業一般の奨励と 支持を表明した 農業者 

と製造業者の 運動であ った・ 

第 2 は ， 「ヴァ ジ二 ァ 決議」に典型的に 現われ 

る憲法論に基づく 保護政策批判の 運動であ る・ 

これは， 1824 年関税法制定時の P , P . " 一バ 

一の主張を継承しているものとみてよい、 ， ), 

第 3 は，綿花の栽培 州 であ り，かつ輸出川で 

もあ るサウスカロライナ 州からの保護政策批判 

論であ る・ この種の運動は ， 1824 年関税法制定 

時には， まだ明確な形をとっていなかった・ こ 

こでは，木綿工業と 毛織物工業， したがって， 

また，これらに 原料を供給する 綿作と 牧羊 案 が， 

必ずしも「アメリカ 体制」派の理解したよらに 

は，国民経済を 構築する上に ，相互に利益調和 

をもたらす間柄にあ るとは，理解されていなか 

ったことに注目されねばならない・かれらの 理 

解によれば，両者の 関係はむしろ 敵対関係にあ 

った． 

サウスカロライナ 州の綿 作 プラソタ一にとっ 

ては，黒人奴隷のための 衣 用ほ @. ま ， イギリスから 

安価に輸入される 中古の仕立直しの 毛織物製品 

( ニバロ・クロス ) で十分であ ったから，これら 二 
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マ 業者の保護政策は - 不必要であ ったぱかりか ， 不 

愉快なものであ った・かれらは ， プラソタ 一と 

マニュファクチャラ ーと ファーマ一の 利益調和 

をはじめから 信じてし 、 なかったのであ る   

第 4 は， ニューインバランドの 貿易商人から 

の 批判運動であ る・これは，保護関税政策によ 

ってもたらされる ，貿易と海運業の 衰退，延い 

ては財政収入の 落ち込みを懸念する 主張で， 

1824 年関税法制定時の D . ウェブスタ一の 主張 

の 継承といってよいものⅢであ った・ 

ところで，われわれは ， ここで，毛織物工業 

保護法案を廃案に 追い込んだ ぺ ンシルヴ ヱ ニア 

州 ( およびニューヨーク 州 ) 内陸部の利害関係者 

と， 同法案の立案に 努力し成立に 向けて努力 

した ニューイソバランドの 製造業者が， ともに 

" リスバーバ大会に 結集して，保護主義の 運動 
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の 一翼を担った 事実に注目しておかねばならな 代表権 をもっ正式の 参加者のなかで 見逃すこ 

い ． との出来ない 人物は，ペンシルヴ ヱ ニア州の代 

その意味で " リス， 一グ 大会は ， 少なくとも 議員チャールズ・ J . インガ ソル (Charl ㏄ J. 

表面上は，保護主義者の 大同団結を世間に 示し Ingersol) およびマッシュー・ケアリー (Mathew 

た 全国大会としての 性格を色濃く 帯びた大会で Carey), メアリーランド 州の代議員 ヘゼ キア・ 

あ ったといえる・ ナイルズ (Hezekier Niles), 毛織物工業保護法 

そこで続けてわれわれは ， 。 リスバーバ大会 案の提案者であ った下院製造業委員長 R . C . 

の 果した歴史的意義を 明らかにするため ，大会 マラリー CR.C. MaIIary, Vt.), 1824 年関税法 

参加者や大会の 議事日程などについて ， も う少 の 提案者で，当時下院製造業委員長さっとめた 

し 詳細に検討しておきたい・ ジ ス イムズ，トッド (James Todd, Pa,) 二ュ 

ー ハソプ シャ別選出下院議員チャボ ド ・バート 

c. ハリスバーバ 大会と保 桂主笘 者の結集 レット (Chabod  Bartlet,  NH.),  同州選出上 

院議員 サ，ユエル ・ベル (Samuel BelI, NH.), 

イ ・参加者と結手日程 臣一ドアイランド 州 選出の上院議員アッシャ・ 

" リスバーバ大会は ，正確には，合出国の 国 ロビンス (Ashur  Robbins),  オハイオ州選出 

内 産業の奨励と 維持に友好的な 農業者，製造業 下院議員ジョン・ C. ライト (JohnC.Wright) 
者等の総会 (GeneralConventionofAgriculturists  であ る， 

and@ Manufacturers ， and@ Others@ Friendly@ to@ the ここで登場するマッシュー・ケアリーは ， 当 

Encouragement@and@Support@ of@ the                   In-  時「アメリカ 体制」の最も 熱烈な唱導者の 一人 

du,t ワ 。 f the United St 、 t 。 ， ) という呼び名を 有 として著名な 人物であ り，南北戦争双後に 活躍 

する、 。 ，， した H  .  C  .  ケアリー (Henry  Charles  C 町 ey) 

この大会は ， 1827 年 7 月 30 日から 8 月 3 日ま の父であ る 2,). また， チャ + ルズ・ J . インガ 

でぺソ シルヴ ヱ二 7 州の首都ハリスバーバで 計 ソル は ， 先にも触れたが ，ペンシルヴ ヱ ニア 協 
テ Ⅱ 

5 日間続行された 大会であ った ， 。 ). 各州から代 金の副会長であ り，同時に，また ，フリードリ 
ダ イ ト 

議員として正式に 参加した人は ， 13 州，すなわ ヒ ・リストの著名な 甲 アメリカ経済学綱要 山 

ち ， コネティカット ， デラウェア， ケンタッキ （ F. Llst, O ぴぱ Ⅰ 叱 3% 『 A 鋒 ae Ⅰ zcd れ PoZ は托 Ⅰ Z E- 
    メアリーランド ， マサチュウセッツ ， ニュ ㏄ nom ナ 1827) の出版に深くかかわった 人物で 

一 ヨーク，ニュ （ハンプシャ ，ニュ（ジャージ もあ った 鋤 ・ ヘゼ キア・ナイルズは ，ボルティ 

オハイオ， ペンシルヴ ヱ ニア， ロードアイラン アの 保護主義者でジャーナリストであ り，当時 

ド，ヴァーモノト ，ヴァジニアから 選出された 出版された最大の 経済誌であ り，今日でも 資料 

958 の代議員であ った 浅 ・ 価値の高い甲ナイルズ・ウィークリー・レジス 

第 1 表 ハリスバーバ 大会へ参加した 代紙異数 

l 小， ト 名 代議員数 @ Ⅰ 4 Ⅰ 名 代議員数 l@  J 、 @ 、 l 名 l 代議員数 

コネティ カッ ト 7 人 ニ ュ @ ヨ ー ク 18 ペンシルヴェ ニア l5 

デ ラ ウ ェ ア 4 ニューハンプシャ 5 ロードアイランド 4 

ケ ン タ ッ キ 一 4 ニュージ ャージ 9 ヴ ァ ー モ ン ト 5 

メアリーラン ド 8 オ ハ イ オ 7 ヴ ア ジ 二 ア 2 

マサチュウセッツ 7 

( 出典 ) Ni 「 les, Wegek ゆル gister,,  XXXII  (1827),  p.388  CRJ  より・ 
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タ 一の編集発行人であ った・ 

5 日間に 亘 って審議を重ねた 大会は， その運 

営方針なり，執務内容の 基本線について ，関係 

者のあ いだで前もって 綿密な打合わせがなされ 

ていたと考えてもよいものであ った ， 

5 日間の全議事日程を 要約して示しておけ 

ば， 次の通りであ った・ 

7 月 30 口 ①議長囲 ( 議長ジョウ ズィア ・リト ナ 

@  JJoseph  Rtner,Pa コ ，副議長ジェシ 

  ブユ ー アル UJesse  Buel,N.Y  コお 

よび ブ リス ビヨ ティルバマン こ Frisby 

Ⅲ lehman,Md づ ，書記ウィリアム・ 

ハルステッド CW ⅥⅢ am  Halsted,  Jr., 

NJ コ および レ ドウッド・フィッシャ 

(Redwood  Fisher, Pa コ )  の選出 24)   

7 月 31 日 ②毛織物工業及び 牧羊業の保護のため 

( 午前 ) の決議の朗読と 承認 瑚 ・ 

③製鋼業およびアメリカ 醸造酒業保護 

のための決議承認 26). 

( 午後 ) ④各種専門委員会 ( 連邦議会への 請願 

書起算委員会 鵜 ・合衆国民衆への 提言 

起草委員会 28), 鉄 問題専門委員会 29), 
亜麻問題専門委員会 30), ガラス問題 専 

門 委員会 靱 ，捺染綿布および 綿 製品問 

題専門委員会 鞘 ，川除通商問題専門委 

員会 3 、 )¥ の設置． 

8 月 1 日 ⑤国内製造業の 保護の，海運業者およ 

( 午前 )  び 貿易業者に及ぼす 悪しき影響に 関す 

る 資料を，連邦議会の 次の会期に付託 

できるよ う 準備する 9 人委員会の設置 

を要求する決議の 提案 ( 一般委員会の 

ティビッツ委員長 )34). 

( 午後 ) ⑥捺染綿布および 編製品問題専門委員． 

会からの報告 (M. ケアリー委員長 J35). 

8 月 2 日 ⑦ 鉄 問題専門委員会からの 報告 (0 . 

( 午前 )  ウィリアム委員長 )3 。 ). 同報告を，連邦 

議会への請願書起草委員会に 付託する 

よ う 求めた動議の 提出 (J . タルマージ 

ュ ， N.Y.). 同動議の修正 ( 保護さる 

べき鉄製品の 範囲拡大 ) 要求 (J . ト 

ッド， Pa.). 同修正動議の 否決， タル 

マージュ動議の 承認 簗 ， 

⑧ガラス問題専門委員会からの 報告 

(E . ロード委員長 ))38). 同報告を，合 

衆国民衆への 提言起草委員会に 付託す 

るよう求めた 動議の提出 (J . タルマ 

ージュ ). 同動議の承認 ' 。 ). 

⑨審議中の各種産業部門委員会からの 

報告を，連邦議会への 請願書起草委員 

会に付託するよう 求めた動議の 提出． 

( ただし，厳しい 不況状態にあ る牧羊 業 

および毛織物工業こそ ，連邦議会への 

保護請願を最も 必要とする中心産業で 

あ ること，これと 比較して 諸 他の産業 

部門は，それぞれ ，連邦議会によって ， 

その好意によって 審議の対象に 加えら 

るべき産業部門であ る旨の付帯条件が 

付けられた ).(H . ナイルズ， Md.) 。 0). 

⑩国内通商，工業技術 ア - ソ @ 製造業，種々 

の生産等に関する 各種統計資料の 作成 
テス - ト / ソト 

に 携る ，連邦政府内一省 庁の新設 

を，一般民衆に 提起し，連邦議会に 請 

願するよ 5 求めた動議の 提出 (E . ロ 

ード， N.Y.) ( ただし この動議は， 

提出者自らによって 取下げられた )41). 

⑪前日なされた 捺染綿布および 編製品 

問題専門委員会からの 報告の修正を 求 

めて，同報告を 同委員会に差し 戻すよ 

う 要求した動議の 提出 (E . ロード ). 

同動議の承認 蝸 ． 

⑫財政委員会 (committeeof 丘 nance) 

の設置を求めた 動議の提出 (W. ミー 

ティア， Md.)437. 同委員会の設置 何 ． 

⑱鉄製品 ( 刃物，木ねじ ，針金，その 

他国家的重要性をもった 製品を含む ) 

の，より一層の 保護を要求する 決議の 

提出 (W. フォワード， Pa.) 同決議 

の提出者自らによる 取下げ 蝸 ． 

( 午後 ) ⑭亜麻問題専門委員からの 報告 (J . 

コルト， NJ.)46). 同報告を，連邦議会へ 

の請願書起草委員会に 付託するよ う求 

めた動議の提出 (J . タルマージュ ). 

同動議の満場一致承認 4%. 

⑯川除通商問題専門委員会からの 報告 
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(R.C. マラリ コ Vt.). 同報告を， 

合衆国民衆への 提言起草委員会に 付託 

するよう求めた 動議の提出 ( マラリ 

づ ． マラリー動議の 棚上げを求めた 

提案 ( インガソル ). インガ ソル 提案の 
承認 w8>. 

8 月 3 日 ⑱メイン州八ロヴェル ( ケネベック 郡 Ⅰ 

( 午前 )  から発信された ，ハリスバー グ 大会議 

長 宛 同州「アメリカ 体制」擁護者か 

らの書簡 (1827 年 7 月 30 日付 ) の朗読 

( リトナ一議長 )<9). 

⑰ニューヨーク 亜麻布会社 (Linen 

Companyof NewYork) の社長およ 

び取締役から 発せられた書簡の ，本大 

会での承認 ( リトナ一議長 ). 同書簡 

の朗読の手数を 省略し，同書簡を ，合 

衆 国民衆への提言起草委員会に 付託す 

るよ う 求めた動議の 提出 (E . ロー 

ド ). 同動議の承認 鵬 ． 

⑱外国産羊毛および 毛織物の輸入制限 

を求めた，連邦議会への 請願書起草 委 

員 会からの報告 ( イ ン ガソ ル委員長 ). 

同請願書および 向付帯決議の 朗読を求 

めた動議の提出 (J.C. ライト ). 同 

請願書および 回付帯決議の 朗読．同決 

議再審議の手続 6'). 外国産羊毛の 輸入 

制限強化を意図した 請願書付帯決議第 

1 項の審議を，しぼらくのあ いだ延期 

するよ 5 攻めた動議の 提出 (J.C. ラ 

イト ). 同動議の承認 簗 ．請願書付帯決 

議第 1 項に代 る 別の決議の提出 (A . 

ステュ アート， N.Y.), ステ ュ アート決 

議の審議を棚上げすることの 決定。 3), 

先に連邦議会への 請願書起草委員会 

( インガ ソル 委員会 ) によって提出さ 

れ，しぼらくのあ いな審議の延期を 求 

められていた 請願書付帯決議第 1 項の 

審議再開 朋 ．外国産羊毛の 輸入制限緩 

和を目的とした ，同決議第 1 項修正案 

の提出 (J , トッド ). 同修正案の否 

決 6 。 ), 外国産羊毛の 輸入制限強化 ( 最低 

価格の引下げ ) を目的とした ，同決議 

第 1 項の修正案の 提出 (E . ロード， 

N.Y.)66). 同修正案をめぐる 審議 67). 

最低価格を原案の 10 セントから 8 セン 

ト ヘ 引下げることの 決定， ( 連邦議会 

への請願書付帯決議第 1 項の確定 ). 

連邦議会への 請願書付帯決議第 2, 第 

3, 第 4, 第 5, 第 6 項 ( 毛織物の輸入 

制限にかんするもの ) の審議と，これら 

の 満場一致承認。 8). 輸入毛布に対する 

関税率の引上げと ，国産毛布製造の 十 

分な奨励を求めた 決議を，同請願書付 

帯決議 ( 第 1 ～ 6 項 ) に追加するよう 

求めた提案の 提出 (S . スプリッバ， 

Va.). 同決議の満場一致承認。 9). 

⑱送り状その 他に詐欺的事実が 記載さ 

れることを効果的に 阻止する手段を ， 

同請願書付帯の 最後の決議に 追加する 

よう求めた提案 (J . タルマージュ ), 

同提案の満場一致承認。 0). 

⑭鉄鋼 (hamme, 。 d bar ifon および 

steel), 鉄鋼製品の輸入に 対する関税 

率の引上げを ，連邦議会の 審議に委ね 

る よ う 求めた決議の 提案 ( イ ン ガ ソ 

ル ). 同決議の承認。 ， ), 

⑳亜麻および 大麻，さらにこれらを 原 

料とした種々の 製品に対して ，これま 

で以上の保護を 求めることを ，連邦議 

会の審議に委ねるよ う 求めた決議の 提 

案 ( インガソル ). 同決議の満場一致の 

承認 切 ． 

⑳本大会の議事録の 出版を，合出国民 

衆への提言起草委員会に 責任をもって 

引き受けさせる 決議の提案 ( インガソ 

ル ). 同決議の承認⑧． 

⑳外国醸造酒の 輸入を阻み，かつ 外国 

産 原料による酒精の 醸造を阻止するこ 

とが，国家の 諸利益と両立するかぎり 

得策であ ることの決議の 提案 (T . エ 

ー ウィング， Ohio), 同決議の承認 04). 

⑳連邦議会への 請願書作成委員会に 対 

して，捺染綿布およびその 他の綿製品 

の保護を，亜麻および 大麻の保護と 同 

様に，連邦議会への 請願書に盛り 込む 

よう攻めた決議の 提案 (A . ローレン 
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ス， M ㎎ s,). 同決議の提案者自身によ 

る取下げ。 。 ). 

⑳財政委員会からの 報告 (W. ミーテ 

ィア委員長 )8 の・ 

( 午後 ) ⑳連邦議会への 請願書を審議するよう 

求めた動議の 提出 ( イ ン ガ ソル ). 同 

請願書の満場一致の 承認。 7). 

⑳捺染綿布およびその 他の綿製品問題 

専門委員会からの 報告を審議するよ う 

求めた動議の 提出 (A . ローレンス ), 

同動議の承認．引き 続き，連邦議会に 

対して，捺染綿布およびその 他編製品 

の保護に関する 審議を委ねる よう 求め 

た決議の提案 ( ローレンス ). 同提案 

の満場一致の 承認。 8). 

⑳ 州際 通商問題専門委員会からの 報告 

および本大会によって 蒐集された資料 

を ，合衆国民衆への 提言起草委員会に 

付託するよう 求めた動議の 提出 (R , 

C , マラリー委員長 )69). 

⑳合衆国民衆への 提言起草委員会から 

の報告 (H , ナイルズ委員長 )7 。 ). 

⑳本大会議長 J . リトナー氏に 対する 

感謝の意を表明する 決議の提案 (S . 

ベル， NH.)7,¥. 同決議の満場一致の 

承認． アメリカの産業および 国内開発 

の促進に，早くから ，絶え間なく ，効 

果的に努力したことに 対して， ヘゼキ 

ア ・ナイルズ， マッシュー・ケアリ 

  ジョ 一ン ・   ティビット 三 氏に感謝 

の意を表明する 決議の提案 (G . ロバ 

ートソン， Ky.) ②・同決議の 満場一 

致の承認． 

⑳大会開催中，すばらしき 公会堂の自 

白 な使用を認めてくれた ぺ ンシルヴェ 

ニア別当局に 対して，感謝の 意を表明 

することを求めた 決議の提案 ( タルマ 

ージュ ))75). 

⑧連邦議会への 請願書の，本大会議長 
J . リトナー氏による 提出決議の提案 

( イ ン ガ ソル ). 同決議の満場一致の 承 

き刃 用Ⅰ @ 74) . 

⑧本大会議事録の ，本大会議長および 

副議長による 署名，書記による 同確認 

の決議提案 ( トッド ). 同決議の満場 

一致の承認 75). 

ロ ・ハリスバーバ 大会の歴史的意 珪 

先に明らかにされたように ，ハリスバーバ 大 

会は，主義主張や 方向性 仁 かなり差異はあ るも 

のの， とにもかくにも 保護貿易主義者の 大同団 

結を呼びかけた 大衆運動であ ったところに 大 き 

な 意義があ った・後に見る「合出国民出への 提 

言」の言葉を 籍りて言えば ，それは， 「農業と 

諸製造業の， 団結し同盟した 偉大なる利益」祀 

の擁護をめざした 大衆運動であ った・ 

ここでは，その 歴史的意義をも う 少し掘り下 

げるために，同大会で 採択された「連邦議会へ 

の請願書」 ( 起草委員長 C . T . インガ ソル ， 

Pa.) と「合出国民出への 提言」 ( 起草委員長， H. 

ナイルズ， Md.) を主な資料として ，その大要 

を 簡潔に纏めておくことにしたい・ 

i. 「連邦 牡 会への 忙願宙 」 

「連邦議会への 請願書」 ( 以下「請願書」と 

略 ) は，大会最終日 (1827 年 8 月 3 口 ) に発表 

されたもので ， 6 項目の付帯決議を 付した文書 

であ った ，， ). その付帯決議は 前分冊㎝横浜 経 

営 研究 山 Ⅸ /4 (1989 年コ ) で取上げられた 毛織 

物工業保護法案 ( 以下「法案」と 略 ) と比較対 

照、 された 時 ，興味ぶかい 事実を浮かび 上がらせ 

てくれる・ 

決議 1. 外国で Scts. を要するすべての 原毛は， 

はじめ 1 重量ポンド当り 20 。 f,. の関税を課せら 

れ，最終的に 関税総額が 50cfs. になるまで，年 

々Ⅰ重量ポンド 当り 2 1/2 。 z,. ずつ引上げらる 

べきこと． 

決議 2. 羊毛を原料とする 全製品 ( ただし毛布， 
毛織布地，綿毛 袋，スタ，， ボソパ 混 織布地，靴下，手 ジ， ポ - サ 。 - ,,.. ァ ，，・ グ 。 - プ 袋， 

帽子，飾り縁を 除く ) のうち， 1 平方ヤード当 
り 50 ぱ，，未満の 製品は， 1 ヤード当り 50 ， z,. を 

要したものと 看徴 され， 1829 年 6 月 30 日まで 
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は ，その価格に 対して 40% の従価税， 1830 年 6 みてよい・ 

同 30 日までは 45% の従価税，その 後は 50% の従 

価税が課せらるべきこと． 

決議 3. 羊毛を原料とする 全製品 ( ただし上記製 

品を除く ) のうち， 1 平方ヤード当り 50 。 z,. 以 

上 250cts. 未満の製品については ， 250c ぬ ・を 要 

したものと 看倣 され，決議 2. に規定されたと 

同一の関税 ( 従価税 ) が課せらるべきこと・ 

決議 4. 羊毛を原料とする 全製品 ( ただし上記製 

品を除く ) のうち， 1 平方ヤード当り 250c ぬ ・ 

以上 4 ㏄。 i,. 未満の製品については ， 400c 俺 ・を 

要したものと 若敵され，決議 2. に規定された 

と 同一の関税 ( 従価税 ) が課せらるべきこと・ 

決議 5. 羊毛を原料とする 全製品 ( ただし上記製 

品を除く ) のうち， 1 平方ヤード当り 400Cfs. 

以上㏄ 0 ぱ ， ．未満の製品については ， 6 ㏄。 z,. を 

要したものと 看倣 され，決議 2. に規定された 

と 同一の関税 ( 従価税 ) が課せらるべきこと． 

決議 6. 羊毛を原料とする 全製品 ( ただし上記製 

品を除く ) のうち， 1 平方ヤード当り 6 ㏄ ct,. 

以上の製品については ，決議 2. に規定された 

と同一の関税 ( 従価税 ) が課せらるべきこと・ 

ここで「法案」との 相違点を整理しておかね 

ばならない． 

第二 は ，羊毛に対する 最低評価額規定の 除去 
  

であ る・「法案」では ，「 t 重量ポンド当り 10 

c 虹 以上 40 ぬ・未満の羊毛」については ， AQcts. 

の 価格をもっものとして ，所定の従価税が 課せ 

らるべきとされた 7%. だが，「請願書」ではこ 

の規定 ( 最低評価額規定 ) が取除かれ， 8e 俺 ・の 

価格を有するすべての 原毛に，一律所定の 従 価 

税 が課せらる べ ぎとされた・ 

これは，第 19 議会第 2 会期での同法案の 審議 

内容を考慮した 結果だと考えられ ぅ るもので， 

一つには，牧羊業者の 全般的保護，二つぼは ， 

起こり ぅる 「不正」の排除，姉つぼは ， 当時運 

邦 議会を支配したかなり 激しい批判，すなわ 

ち，生活必需品たる 粗悪品の製造業者に 対して 

  は，原毛の輸入を 厳しく制限したのに 対し，上 

質品の製造業者に 対しては輸入制限を 緩かにし 

たという批判を 回避するためのものであ った と 

このことは， イ ソ ガッル の提出した原案で ， 

loc ぬ ．と定められた 課税対象の原毛価格が ，修 

正の結果， 8ets. に引下げられた 経緯 ( 原毛の 

輸入を可能な 限り制限して ，牧羊業者の 全般的 

保護を打ち出した 経緯 コゅと 考え合わせると ぎ ， 

興味ぶかいことであ る・ 

第 2 は，羊毛を原料とした 全製品に対する 保 

護の強化であ る・ ここでは， 綿 製品の場合と 同 

様に最低評価額規定が 採用された上で ， これに 

基づいて，外国毛織物に 対する輸入制限がより 

きめ細かく規定されたことに 注目されたい・ 

「法案」では ，課税さるべ き 毛織物は，品質上 

3 ランク ( ① 1 平方ヤード当り 40 。 比 未満，②同 40 

。 2,. 以上 250 。 虹 未満，③ 250 。 ぬ 以上 4 ㏄ ぱ $. 未満 ) 

に区分けされていたのに 対して， 「請願書」で 

は ，上記付帯決議 2. ～ 6. にみられるように ， 

5 ランクに区分けされ ，粗製品の最低価格が 40 

cts. から⑪ cts. に引上げられているだけでなく ， 

1 平方ヤード当り 4 ㏄。 お．以上 6 ㏄ c ぬ ，未満の上 

賞品 は ついても，㏄ 0 。 t,. の最低評価額規定が 

適用されて，国内毛織物工業に 対する保護の 強 

化がみられたこと ， これであ る・ 

第 3 は，羊毛の輸入に 対する従価税そのもの 

が引上げられていることであ る・「法案」では ， 

一律二重量 ポソド 当り 30% の従価税が定められ 

たが，「請願書」では ， 200 から出発して ，最 

終的には 50% になるまで，毎年 2 1/2 ぱ 5. の 引 

上げが規定されている・ 

第 4 は，毛織物の 輸入に対する 従価税も，同 

様に一律 231/3% から W0O に引上げられたこと 

であ る・ 

以上を要するにハリスバーバ 大会で最終的に 

「請願書」に 盛り込まれた 提案は，毛織物工業保 
  

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 護法案の規定よりも 、 遥かに強力な 、 内容をもっ ， 

国内毛織物工業および 牧羊業の保護政策であ っ 

たといえる・ ハリスバーバ 大会が ， 基本的にこ 

の 二つの産業の 保護を求めた 大会であ ったとい 

われている理由も ， このことに由来していたと 

いえよう・ 
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しかし， ハリスバーバ 大会の歴史的意義をこ 

れだけ ( 毛織物工業の 保護のための 大会 ) に限 

定することが ，いかに誤ったものであ るかは， 

めておいた議事内容からみても 明らかな 

ことであ る・厳しい不況下にあ った牧羊 業 と毛 

織物工業の両者を 保護の対象に 据えながらも ， 

同大会では， もっと一般的に 国民的産業の 保護 

の必要性が問題にされでいたからであ る・ この 

ことは， 「連邦議会への 請願書」を根底におい 

て 支えたと考えられる ， H . ナイルズを起草委 

員長 に して作成された「合出国民出への 提言 

「 ( 以下「提言」と 略記 ) を読み進む時，はっきり 

と裏 づけることができる・ 

そこで，われわれは ， 「提言」からこの 間の 

事情を明らかにしてみて ，ハリスバーバ 大会の 

歴史的意義を 考察してみることにしょう・ 

ii ・ r@g Ⅰ   @(7)OTJ 

「提言」 (Addressof  the  Committee  on  Behalfof 

the@General@Convention@of@ Agriculturists@ and@Man- 

ufacturers,@ and@ Others@ Friendly@ to@ the@ Encourage ， 

ment@of@the@Domestic@Industry@of@the@United@States ， 

Assembled  at  Harrisburg,  30th  July,  1827)  の本 

文は ， F ナイルズ・ウィークリー・レジスター』 

沿 QCIII (1827), 010 月 13 日号に全文掲載され 

た Ⅰ 80) ， 

「提言」は ，大 ぎくみて二部に 岐 かれていた・ 

前半部分でほ ，製造業を興す 利益が一般的に 提 

言された・後半部分では ， この時期にとくに 毛 

織物工業が保護されなれ げ ばならない必要性が 

語られた・ 

まず，前半の 一般論では， 冒頭で， " リスバ 
ィ ソ パルス 

ーグ 大会が， 「合出国の繁栄に 新しい推進力を 

与え，諸外国政府の 貿易制限的かつ 禁止的諸法 

律や，諸外国臣民の 不法にして不正なる 行動か 
イ ソダス、 。 - 

ら ，わが国民衆の 勤 労を擁護するに 最も適当 

だと考えられるような 諸方策を慎重に 協議す 

る」ために企画された 公開の会議であ ることを 

宣言した 8 、 ， ・その上で， この大会で審議の 対象 

とされたものが ， 繰り返して見て 来た よう 。 こ， 

「農業と諸製造業の ，団結し同盟した 偉大なる 

利益」の擁護であ ること "), とくに牧羊業者と 

毛織物業者に 対する直接の 配慮であ ることを明 

らかにした 8,). 大会の目的が ， ここではっきり 

と提示されていることに 注目されたい・ 

「提言」は，これに 続いて，「現在 8 ㏄ 0 万ドル以 

上もの資金」が 投入されており ， 「さらに数百 
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 ているかの理由を 論じた・「提言」に ょ れば， 

それは， 「一部は，それぞれのセクシ ， ンの 地 

域的感情の上に 築かれた根拠薄弱な 嫉妬心，一 

部はつぎのような 特殊な諸見解，すなわち ，一 

つは幾分陳腐化してしまっている 見解と斬新な 

見解との対立，いま 一つは，現状を 大切 ケこ 保持 

したいとする 見解と現状よりも 将来のあ るべき 

事柄を尊重したいとする 見解の対立から 生じた 

ものであ った 朋 ・そこで「提言」は ， これら感 

情 の 軋 礫や見解の差異を 除去する方策を 具体的 

に提起したのであ った・ 

ここで打ち出されて 来た政策提言が ， 「アメ 

リカ体制」派の 人々の主張して 止まなかった 

「地域間分業利益論」，あ るいは「地域間の 利益 

共有論」，さらにこれを 土台にしたく internal 

t,ade) 利益論であ ったことは言を 侯たない・ 
  

「提言」はい う ・   「ペソシルヴ ヱニ 7 州内 

部の ，穀物栽培者と 製造業者のあ いだⅤ こ 存在す 

ると同程度の 利益の共有 ( 。 。 mmunity 。 fint 。 ， 。 ， t) 

が，南部の綿 作 プラソタ 一 および砂糖プラソタ 

一 と東部の製造業者のあ いだに存在しているこ 

とは，われわれにとって 明らかなことであ るし 

他の人々にとっても ，同様に明らかなことだと 

確信するものであ る」 ， と ・南部のプラソタ 一 

と東部の製造業者のあ いだに存在しているこの 

ような利益の 共有こそ，「提言」に ょ れば，「何 

千本もの経路を 通って相互に 供給しあ い，相互 
に 他者を維持し 合い，相互に 相当量の諸利益を 

拡散し合いながら ，国家繁栄のための 共通のス 

トックと個々人の 富の両方を永遠にいや 増して 

来た」 ( 傍点部分は原文イタリック ) 力 であ った ". 
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しかし議論をここまで 詰めて来たとき ， 

「提言」は，かれらがいままさに 謂 い上げよう 

としている製造業保護論の 正当性を阻む 有力な 

思想を，論破しておかねばならなかった．それ 

は ，合衆国憲法を 支えている理俳の 相対化，つ 

まり拡張解釈という 仕事であ った， 

本論文においても ，われわれは ，再三にわた 

り，合衆国憲法の 理念， とくに連邦政府 ( 行政 

部 ，立法部，司法部 ) の権 限を明確に規定した 合 

衆国憲法の理念 ( 第 1 条第 8 節に盛り込まれた 

それ ) について言及して 来た・そして ， これを 

擁護しょうとしている 人々 ( とくに「南部」の 

憲法擁護論者Ⅰ 州 主権 論者 ) が，連邦権 の拡張解釈 

をはかりながら 独立した国民経済の 形成を求め 

て努力している「アメリカ 体制」派の人々の 活 

動に， 真 向から抵抗していた 事実を明らかにし 

て来た・「提言」は ， したがって ， 自らの主張 

が 広く受け入れられるために ，かかる「憲法 擁 

護論 」 吉 「 州 主権 論」を，論破または 懐柔してお 

かねばならなかったのであ る． 

「提言」はい う ・   「近年，地上に 存在する 

他のほとんどすべての 文明諸国によって ，国家 
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遂行権 を，合衆国の 一般政府に拒否することが 

若 千の政治家にとって 流行となって 来たⅠ し 

かし，一般政府のこの 権 限は，建国当初からず 
っと行使され 続けて来たもので ，財政収入調達 
のために現憲法下で 成立した最初の 法律， 1789 

年 7 月 4 日制定の法律のもとでも 明確に規定さ 

れているものであ った」。 。 ', と ・ 

ここでいう 1789 年 7 月 4 日制定の関税法こ 

そ，周知の ハ，ハ ト ソ 関税法 ") に他ならない・ 

「提言」は， この法律を皮切りにその 後制定   ヰ クスビ - アイ ヰソス 

された諸法律のすべてが ， 「その方 優 に 

は 著しく疑問はあ るが，法律制定の 権 限そのも 

のを否定されたことはなかった」 ( 傍点 は ，原文   
イタリック ) と譲歩条件をつげながらも ，連邦政 

府の産業保護を ，産業保護・・・・・・・・・・・・・ 規定して来たとして ・・ 

政策の合憲性を 主張したのであ った "). 

この場合，「提言」が ，保護を受けた 代表的 

産業として貿易 業 と海運業を挙げたことは 注目 

に値することであ る． 

「提言」はこの 既成事実を逆手にとって ，独 

白の憲法解釈を 展開するのであ る・   「会出 
フ ァ - マ - ス ヰ Ⅰ ヰプ アクチ ャラ - ズ メカキック ス 

国憲法は，農業者，製造業者，そして 職 工 
マ - チ ャソプ 

のために作られたものであ る・それは貿易商人 

のために作られたものではない・ 貿易商人は全 

体のほんの一部に 過ぎない」・「もし 一階級に属 

する人々の諸利益， またはビジネスが ，わが国 

軍艦の大砲のもとで 保護されてよ い のだとすれ 

ば ……他の階級の 諸利益が…… 一 般 政府の ，同 

様の温情あ る配慮にあ ずかってしげない 理由は 

な い だろう / 」 W  ( ……は稲井 )   
これが「提言」に よ る合衆国憲法の 拡張解釈 

だったのであ る・「アメリカ 体制」推進の 政治的 

指導者ヘンリー・クレ イ にも見出すことの 出来 

なかったこの 種の憲法の拡張筋張る ，われわれ 

はどのように 理解したらよいのたろ うか ・一一 

かかる憲法の 拡張解釈論議が ， 「アメリカ体 

制」派に よ る， 州 主権 論者， とくに「南部」の 

それを論破するために 踏まなければならなかっ 

た不可欠の手順であ ったとすれば ， 国内商業 

(int 。 m 田 t, 、 d 。 ) の方が外国貿易 (f 。 ， ㎡ 紐 t, 、 d 。 ) 

よりも遥かに 大きな経済的意味をもっているこ 

とを事実在基づいて 提示する彼らのもう 一つの 

作業は，「地域間分業利益論」，ないし「地域間 
の利益共有論」の 正当性を一般に 認めさせ， ひ 

いてほ国内産業保護政策論を 公認さすための ， 

不可欠の手続であ った・ 

ここでわれわれにとって 大切なことほ ， この 

議論が， まったく方向性を 異にした二つの 相手 

を同時に論破または 説得するための 道具立てで 

あ ったことであ る・ 

この議論が ， 他でもなく，第 19 議会第 2 会期の 

議会内論争 ( 詳細は・ 磯浜経営研究 コ Ⅸ /4 (1989 

年 ) を参照 コ を意識した議論であ ったことに注 

目されたい・ 

ニューインバラ ソド の毛織物工業者の 利益の 
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擁護を目的に 提案された毛織物工業保護法案に 

対しては，方向性を 異にした二つの 反対があ っ 

たことが想起さるべきであ る・一つは，内陸部， 

とくに ぺ ンシルヴ ， ニア川西部およびニュー ョ 

れた剰余生産物のための 主要な市場を 創り出して 

いる・同様に ，中部諸州および 西部諸州の鉱産物 

は，部分的に 加工されて，東部と 南部に移されて 

いる・ 南部は， 西部と東部に 対して， 綿花， 砂 

一 ク川西部の小生産者的利益からの 反対であ っ 

た・いま一つほ ，「南部」プランターからの 反対 

であ った． 

内陸部の生産者 は ， ニューイソバランドで 発 

達しつつあ る株式企業形態を 採用した毛織物工 

糖， タ " コ， 米を供給し， これらの商品に 対する 

支払金で工業製品を 受け取っている．   かくし 

てく internaI commerce ノが 遂行されている． か 

かるく internal commerce ノに 比べれば，唯一綿 

花貿易を除いて ，外国貿易 (forei 田 trade) は大 

して重要でない． ・…・ ， 。 。 ) ( 引用文中 く ノ の記号 

業が ， 内陸部で生産される 羊毛の需要に 必ずし 

も結びついていない 現実に着目し 内陸部で展 

開しつつあ る小生産者 ( 農民，職人，日雇労働者 ) 

間のく internaltrade) と ，「東部」製造業と「 西 

部 」農業と「南部」農業をもって 編成された， 

複数の州あ るいは複数のセクシ ， ンに 跨る大規 

模なく internal trade> が，性格上異質のもので 

は 欄井によるもの ) 

ニューハンプシャ 州のホワイト・マウンテン ズ 

において，われわれはルイジアナ 州の砂糖を見出 

すし， ミシシッピ河の 彼方の平原で ， ロードアイ 

ランド州の綿布が 愛用されているのを 見出す．ペ 

ンシルヴ ヱ ニア 州とヴア ジニア州の奥地の 生産物     

あ るという認識。 こ 立って，両者を 同一視し，そ 

の論理の延長線上で 後者の重要性を 強調し，前 

者を切捨てつつ 後者の一層の 発展を望む「アメ 

リヵ 体制」派のく internaltrade) 論を批判した   

これに対して ，「南部」のプラソタ 一は ，「 東 

が ，ニューヨークの 熔鉱炉と工場に 仕事場を提供 

するか燃料を 与えているし ， オハイオ産の 羊毛が 

ボストンに市場を 見出し， ミズウリー川やイリノ 

イ州の鉛が，わが 国のすべての 都市で売られてい 

る．サウスカロライナ 州の綿花は，いたるところ 

で要求を満たしている． これらすべての 事柄が， 
部 」の製造業とのあ いだのく inte,nal trade) よ 

りも， 自由な外国貿易 (f 。 ，む糾 t, 、 dej の方が ， 

自らのために 利するところが 大きいと理解し 

て， 「アメリカ体制」派が 提唱してやまなかっ 

た州間またはセクション 間のく inte,naI t,ade) 

論を批判した・ 

「提言」は ， 第 19 議会第 2 会期で提起された ， 

これら相異なる 二つの批判を 強烈に意識しつ 

つ， これら 仁 反論を加え，論破または 説得しつ 

つ ， 「地域間分業利益論」ないし「地域間の 利 

益 共有論」の正当性と ， これを基礎に 組立て ろ 

れた国内製造業保護論の 正当性を提示するので 

あ った・ 

まず，ペソシルヴ ヱ ニア 州 およびニュー ョ一 

グ川内陸部からの 批判に対して 反証のために 次 

の事実を示した・ 

            アソド   ウヱス / ソ   ステイ ツ Ⅰグリカルナセル   コモ デイテ ィ 

中部諸州および 西部諸州の農産物 商         
イ - スクソ . メ ブイ ツ 

例えば，穀物および 殻粉 は ，東部諸州で 生産さ 

相合体して合衆国の 繁栄と国力を 構成しているの 

であ る 91). 

ここで「提言」によって 推計された国内取引 

額は， 約 55 百万ドルにのぼっていた． そしてそ 

の 額は，国産品の 海外への輸出額約 50 百万ドル 

(1826 年の現実の数字 ) よりも約 5 百万ドルも超過 

していたのであ る。 2). かくて，国産品の 輸出総 

額の約 50% が綿花の輸出で 占められていた 現状 

からすれば， 「提言」が覚国貿易にもまして 国 

内取引の重要性を 強調した理由は 歴然としてい 

た   

「提言」は， これらの事実に 基づいて，返す 

刀で，外国貿易の 利益を強調する 人々 ヰこ 対して 

も， 次のように反論を 加えていったのであ る・ 

当時外国貿易の 利益を強調した 人々には，二 

種類の人々がいた・ 一つは， ナポレオン戦争 期 

に外国貿易が 異常に繁栄した 記憶をいまもって 

保持していた ， ボストン中心の 貿易および海運 
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業者であ る，いま一つは ， 「南部」のプランタ 

一であ った． 

「提言」は，双者については ，製造業の方が 

外国貿易よりも 投資収益率が 高いという事実 

と ，保護関税政策を 採用しても，実際のところ 

， 。 - ホ - ル ， 

規模な自由保有地が 豊富に存在している． この自 

由保有地は，独立精神を 惹 き 起こし，土地保有者 

として，その 人の人格を向上させる．勤勉と 質素 

の習慣が助長される・ というのは，勤勉であ り， 

質素であ ることの利益が ，直ちに数多くの 民衆に 

関税収入の減少は 起こらなかった 事実そのもの 

をつぎつげて ，いまや世論に 重大な変化が 起こ 

りつつあ る現実に注目し ， 「東部が中部および 

西部と同一意見をもつ よう になり」，保護主義 

を 基盤においた 国民経済構築の 条件が整いっ っ 

あ ると理解した 鋤 ． 

よって体得されるからであ る．その結果として 早 

婚が起こる・ 蓋し，大家族であ ることは，恐れら 

れるよりもむしろ 望ましいことと 考えられるから 

であ る．教育はすべての 人に身近なものとなる ， 

蓋し，学校がたくさん 建てられ，子供たちも ，すで 

に 幼少の頃 から役に立っようになるからであ る   

一一そして怠惰と 両親の悪徳は ，評判の悪いもの 
しかし，後者， とくに 綿 作州であ るサウスカ 

ロライナ州のプラソタ （については ，結局は無 

駄なことであ ったが，説得のために 多言を要さ 

ねばならなかった・すなわち ，イギリスがもし 

貿易政策を変更して ，穀物法と同様にアメリカ 

綿花に対して 輸入制限法を 制定したらどうなる 

かと，安全保障的観点から 警鐘を打ち鳴らす 一 

力め，経済理論的にも 論理を つ めて，これまで 

に施行された 経済政策の実績を 踏まえて， 「 ァ 

メリカ体制」派お 得意の農業と 工業とが結合さ 

れたばあ いの利益 ( く internal t 「 ade) 利益論 ) 

を，道筋立てて 展開していったのであ った 9 。 ). 

  農業と製造業が 結合して活動している 時には， 

つねに，両者の 補助物として ，， 商業が必要とされ - ス ， 

すべての国 と州 ，あ るいは一国または 州の一部で， 

人口の増加が 惹き 起こされた． しかも，人口は ， 

国力と国富の 源泉であ るので，国の 範囲が小さく ， 

民衆が絶えず 流動しているのでなければ ，政治家 

がまっさきに 考慮すべき事柄でなけれ・ばならな 

い，農業と工業が 結合して活動することによって ， 

知識は広がり ，生活の慰安も 高まり，自然力だけ 

でなく道義的力も 増進ナ る ． これと対照的に ，そ 

  の国が純粋に 農業国であ り，しかも，それがとく 

に プランタ一によって 行なわれている 時には，人 

口は稀薄にならざるを 得ず，人口が 集中されてい 

ないため，知識の 進歩や物的および 道義的力の獲 

得も著しく 阻 げられる． 

農業と工業が 結合して活動している 国には， 小 

となる．富が 蓄積きれるにつれて ，道路，橋梁， 

運河が計画され ，建設され，新しい 工場も確立さ 

れる．蓋し，資本が 豊富だからであ る．   そし 

て，一つの新しい 事業が，幾何学的比率で 別の新 

しい事業を生み 出し，商品の 生産諸技術の 完成度 

を 高めて，商品価格の 一般的低落を 惹 き 起こすか 

らであ る・これら全ての 事柄は，必然的に ，農業， 

製造業，商業から 構成された，税金の 安い，自由 

に統治された 諸国家において 起こるものであ る． 

しかし，逆の 場合には，人口は 稀薄とならざる 

を 得ず，貨幣の 流通も不活発になるから ，富の獲 

得も緩慢であ るし学校も少なく ，極めて稀れ 

で，社交も難しく ，情報も得るのが 容易でない． 
イソ /- ナル . イソ フ ル - ヴ / ソト 内 国 開 発事業も，それを づ くる人および 資金 

の凝縮 力 がないため，部分的にしか 行なわれな 

い ．人も資金も 広い地表に拡散し 過ぎていて，費 

消されてしまっているからであ る，・…‥ 

プヰナクツ 1 ソ . オ フ ．ⅠⅠ メ ナノ ブ ． ソ イダストⅠ - 
国 内 産 業 の 保 護は，たんに 合衆国 

の商業と海運業を 構築して来ただけではない． 両 

者を今後とも 増進し 統 けるであ ろう，   それ 

は，課税対象となる 商品の購入手段を 提供するこ 

とによって，政府の 財政収入を増加させる．一一 

それは，国内競争を 刺激することで ，品物の生産 

原価を引下げて 来た．   それは，過去 5 年内 
イソ タ - ナル * トレイド 荻 - スナイ ノダ ( トンイド 

に ，国内取引と 沿岸取引を，恐らく 50% も 

増大させて来たであ ろう．   それは，全海外輸 

出に匹敵する 額 だけ，小麦粉と 穀物のための 新し 

い市 拐を開発した．一一それは ，鉱物資源や 石炭 

の供給を著しく 高めて来た．   それは， ョ 一口 
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ッ " 諸国の貿易制限や 貿易禁止を部分的に 相殺し 

て来たし，かりに 保持され拡張されても ，貿易の 

諸問題で，わが 国をすべての 国々と対等の 条件に 

おくことになろう．   要するに国内産業の 保護 

は，合衆国の 大多数の民衆を 維持し，投下された 

現実資本の額を 倍加し，この 共和国の存立にとっ 

て必要不可欠のものとなったのであ った 96).  ( 傍 

点部分は原文イタリック ) 

この一般論に 続く後半部分では ，第 19 議会第 

2 会期で審議された 毛織物工業保護法案推進者 

の議論船を想起せしめるに 足る議論が展開され 

た．だから， ここでは，詳細に 立ち入ることを 

慎み，ただ要点だけを 摘記しておくに 留めよう・ 

「提言」後半部分は ，毛織物工業がこの 期に臨 

んで，なぜ，特別の 保護を必要としたかの 議論と， 

同産業を保護するための 政策提言に集中された． 

歴史的事実を 踏まえて分析された 議論の大要はつ 

ぎの通りであ った 98). 

(1) 毛織物工業発達の 未熟さ・ とくに 第 = 対英 

戦争開始期の 供給能力の低さと 価格の高さ． 

(2) 第二対英戦争中の 牧羊 業と 毛織物工業に 対 

する奨励．粗製品部門の 発達． 

(3) 第二対英戦争後のイギリス 製品との競争激 

化．幼弱毛織物工業の 受けた打撃が 大であ ったこ 

とと，外国市場での 穀物の高価格によって 生じた 

牧羊 地 の 穀作 地への転換によって ，毛織物工業お 

よび牧羊 業が 窮迫． 

(4) 1824 年関税法による 毛織物工業の 保護とそ 

の影響．㈲アメリカでまだ 十分に生産されたこと 

のない上質原毛の 輸入制限・ これによって 生じた 

国内毛織物工業一般の 被った打撃と 国産原毛に対 

する需要の全般的減少・ ( 口 @ 法の保護効果を 期待 

して毛織物工業と 牧羊 業 に起こった過剰投資・ パ 

同法の法網をかいくぐったイギリス 毛織物の大量 

の 輸入．㈲同法に 対抗して制定されたイギリスで 

の原毛の輸入関税廃止によるイギリス 毛織物工業 

の競争力の強化とアメリカ 市場への輸出増進・㈲ 

このことによって 生じたアメリカ 毛織物工業と 牧 

羊業の極度な 不況・ 

(5) これら毛織物工業と 牧羊業を保護するため 

の 最善の方法．一一保護政策のより 一層の強化 

と，外国毛織物の 輸入に対する「最低評価額規 

定」原則の適用   

ここには，植民期から 土着産業として 発達し 

て来た毛織物工業が ，イギリスの 産業革命の影 

響下同国毛織物工業の 近代産業への 展開，それ 
に伴って生じた 海外への品質の 良い安価な新製 

品の輸出増大によって ， 新たな対応を 余儀なく 

されているさまが ，はっきりした 映像で画 き 出 

されている・ 木綿工業と異なって 土着産業とし 

て発達して来たからこそ 生じた深刻な 苦悩とい 

うべきものであ ろう， ここに見出されるもの 

は， 1825 年イギリス恐慌の 影響をまともに 受 げ 

ながら，没落を 余儀なくされつつあ る土着産業 

の姿であ り，株式企業形態と 新技術を装備して ， 

これに立ち向かってゆこうとしている 新型毛織 

物工業の姿であ る・ ァメリ力 毛織物工業のかか 

え こんだこの二重の 苦悩こそ，「アメリカ 体制」 

派 仁 属する人々が 同時に自分のものと 感じた苦 

悩そのものであ った 99). 

「提言」は，最後に ，同様の問題が 製鉄業， 亜 

麻 ・大麻工業にも 存在している 事実を追記する 

ことを忘れていない・そして ，第 tg 議会第 2 会 

期に突如として 沸き起った，保護主義の 本来の 

基盤であ った ぺ ンシルヴ ， ニア 州 選出議員によ 

る毛織物工業保護法案批判を 鎮めるため，恐ら 

く 妥協からであ ろう，毛織物工業以外の 他産業 

の保護の強化，例えば ，内陸部の農民にとって 
欠、 くことのできない 醸造業の保護や ， これと バ 

ラノス をとるために 提起された木綿工業の 一層 

の 保護の要求を 提案したのであ った 、 。 。 ， ・ 

かくして， " リスバーバ大会は ， 繰り返し見 

て来たよさに ，内陸部の保護主義者から ，株式 
企業形態をとった 新興産業の担い 手まで含めた 

すべての保護主義者の 大衆運動として 実現し 
た ． したがって，一方でニューインバランドの 

要求を満足させる 目的で「連邦議会への 請願書」 

を決議し，廃案となった 毛織物工業保護法案に 

盛り込まれた 要求を実現しょうと 努めながら， 
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他方，種々の 産業分野の専門委員会を 設置し 

ここで議論をつめ ，これらの意見を 最終的に「合 

衆国民衆への 提言」のなかに 盛り込む妥協をは 

かったのであ った． 

かくて， " リスバーバ大会は 現実に次の結果 

をもたらした・すなわち ，毛織物工業および 牧 

羊業の保護を 中心に据えながらも ，問題をこれ 

に限定せず，ハリスバーバ 大会の意向に 沿っ 

て，製鉄業，亜麻・ 大麻菜，醸造業，ガラスエ 
業 ，木綿工業等の 産業にも保護を 拡大する方向 

で，第 20 議会第 1 会期で新しい 保護法案 (1828 

年関税法 ) を成立させたという 結果がこれであ 

る・そしてここで 制定された「嫌悪すべき 関税 

法」が， よく知られているように ， ジャク ソソ 

期 以後の政治で 大きな意味をもった ，諸利害 

の分裂と対立の 原因となったこと ， これであ 

る・ 

そこでわれわれは・ ジャクソン 期 以後の諸 利 

害 対立の動向をもっと 大きな視野で 展望するた 

め，ハリスバーバ 大会に反対して 開催された別 

種の大会にも 注意を払いつつ ，歴史の大きな 変 

化に意識を集中してゆくことにしょう・ 

d. サウスカロライナ 州コロンビア 大会と 

「アメリカ体制」を 批判するトマス・ 

クーパ一の演説 

サゥスヵロ ラ イナ州 コロ ソ ビ ア 大会は ， " リ 

スバーバ大会に 先立つ 1827 年 7 月 6 日， サゥス 

カロラ イナ 州 コロ ソ ビアで開催された 反 保護主 

義者ヰ皮「アメリカ 体制」派の集会であ った・ 

これほ，その 数日前の 7 月 2 日，同州知事 ジ 

，ソ ・テイラー (John Taylo,) を議長にして 同 

ラ
 （
 
A
 

フ
 会
 

の
，
集
 

辺
の
 

 
 

 
 

地
そ
 

同
 

 
 

さ
 一
貫
 

開
催
 

で
タ
 

地
ソ
 meeting@ of@ the@ planters ， merchants@ and@ others, 

inhabitants@ of@ the@ town@ of@ Columbia ， and@ its@ vi ， 

cjnity in S 。 uth Ca, 。 lina) の決議を承認した 上 

で，そこで決議された 13 項目の反保護主義者の 

原理原則を， 「南部」の 話 他の州にも受け 入れ 

てもらお うと 協力を呼びかけた 集会であ った と 

ころに特徴があ る、 0 、 ). 

この大会が，保護主義者の 大同団結を意図し 

た " リスバーバ大会の 向うを張って 企画された 

会議であ ったことは明らかであ る・その意味 

で， この大会は， ハリスバーバ 大会に対する 

「南部」の当然の 対応であ ったと 受 げとってよ 

い ・ 

7 月 2 日および 7 月 6 日の二つの大会を 主催 

したのは， サウスカロライナ 州コロンビア およ 

び リッチモンド 両市の市民によって 任命された 

委員会であ った・ この委員会はつぎの 6 人の委 

員から構成されていた・ W. C . プレストン 

(Preston), T . ク （ パ P (C ㏄ per), R . ヘ ソ 

リー (Henry), A. ブランディンバ ( 別皿 ding), 

W  .F. ディソースシュア (Dessaussure), D. 

J. マッコード (M,Cord) がこれであ る， 0 ，，・な 

かでもサウスカロライナ 大学の総長トマス・ク 

ーパ「の役割は 重要であ った・かれは ， 7 月 2 

日の会議で決議された 保護主義に反対する ly 項 

目の決議 ( 以下「決議」と 略記 ) の提出動議者 

であ ったばかりか ，同日の会議で「アメリカ 体 

制」反対の歴史的演説 ( 以下「演説」と 略記 ) 

を行ない，マッシュー・ケアリー ， C . J . イ 

ソガノル ， H . ナイルズに代表される「アメリ 

カ体制」派反対の 理論的支柱ともなった 人物だ 

ったからであ る， 0,). 

ここでは「決議」と「演説」，。 " の 大綱を紹介 

しながら，その 後「南部」で 展開して来る 連邦 

脱退論の経済史的背景を 探り出しておこう・ 

「決議」および「演説」の 論旨を支えた 基本 

的 理念は ， 「ヴァ ジ二 ア 決議」と同様，合出国 

憲法の理念であ った・ しかし，両者の 相違は明 

らかであ った．すなわち ， 「ヴァジニア 決議」 

が ， 主として合衆国憲法第 1 条 第 8 節 (Ani 。 le 

I, Section 8 「連邦議会の 権 限」 ) の文言そのものに 

依拠したもの ( したがって，そこでは ，連邦政府に 

よる国内開発事業の 推進，国内産業保護政策の 推進， 

川内住民の私的所有権 の侵害坂川内の 住民からの徴税 

( 関税徴集を含む コ が反対された ) であ った '0 。 ) のに 
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対して， コロンビア大会での「決議」および 

「演説」は ， 新たに「平等の 原則」 (P,in 。 iple of 

equ 、 Ⅲ y) なる概念を提起して ，「アメリカ 体制」 

派の憲法の拡張解釈に 反論したところにあ っ 

たし． 

だが， ここで L@ ぅ 「平等の原則」が ，今日わ 

れわれによって 直ちに表象されるあ の，諸個人 

の神 ( あ るいは 法 ) の前における 平等原則とは 

別の意味をもっていたことに 注意されたい・そ 

れは， 「連邦がそれによって 基礎づけられた 原 

則 」 (p ㎡ nciple on which the fede,aI Union w ぬ 

f 。 und)' 。 ㊤， すなわち， トマス・クーパー の 「 演 

説」の言葉を 籍りていえば ， 「わがアメリカ 連 

邦を支える絆であ ポ，ド り精神」であ るものを意味し 

ホ -'07) Ⅰ ． 連邦を構成する 各州およびそのなかに 

住む市民の連邦内における 平等な取扱いの 原則 

  

とか い 換えた方がわかり 易いだろう・ 

7 月 2 日の大会「決議」第 1 条はつぎの よう 
あ ま ね 

に 言 う ・「諸権 利の平等は， アメリカ連邦の 普 

す
な
 

由
圭
目
 

，
 
え
 

浸
 り
 

 
 

の
で
 

こ
圭
忠
 

 
 

別
 か
行
 

別
法
ナ
 

頭
 

㌫
 立
 

た
る
 

わ
な
 

き
か
 

ゆ
ぃ
 

く
る
 い 」， 08,. 

「決議」第 2 条はっぎのように 主張する・「連 

邦がその上に 基礎づけられている 平等の原則 

は， わが市民のうち ， あ る階級に属するものを 

犠牲にして， どれかあ る特定の階級に 属するも 

のを優遇するか 保護するかする 慣行を禁止して 

い る・誠実なる 勤労の追求は ，すべて， われわ 

れを支配する 諸法律で優遇されなければならな 
い」， 09,. 

いて展開されたところに 特徴があ った   

ク一 " 一は 「演説」で， まず， " リスバーバ 

大会が， この「平等の 原則」を侵害する 法律を 

最終的に仕上げる 準備のための 大会であ ると論 

難し "", ついで連邦議会で 制定されて来た 保 

護 関税法が，一部の 口一ヵ か な特定産業の 利害 

関係者の共謀によって 制定されて来た 不平等 

な ， 偏った性格をもった 法律だったと 事実に基 

づいて批判し " 幻 ， 最後に， クレイ流の「アメ 

リカ体制」論をぎびしく 批判し，連立させつ 

つ，独自の「アメリカ 体制」論を明快かつ 直裁 

につぎのように 展開した "". 

私は，つねに ，わがアメリカ 体制が， ヨーロッ 

" 体制に対して 直接敵対する 考え方であ り，   自     

テ ィ イ クオリテ ィ オ ネステイ 

由 ，平 等，そして誠実こそ ，連邦を結びつける   
絆 であ り，わがアメリカ 体制の広く流布した 精神 

であ ったと考えて 来ました．諸権 利の平等，語義 

務の平等，諸負担の 平等，保護の 平等，諸法律適 

用の平等   これらこそ，わが 国の幸福なる 諸制 

度を支える支配的な 諸特徴であ ります． しかる 

に， 私は，いまや ，はじめて，これらの 独占者 た 

ちの，偽善的で 裏 切り的で ， 人を巧みにそそのか 
・ ・ ・ ， ． ． 

す 甘い言葉のなかに ，アメリカ 体 席にそ，南部の 
アーニ ソグ 

報酬が北部へ 移転さるべく 定められた体制であ る 

ことを知りました． この体制によれば ，多くの人 

が少数者のために 犠牲にさせられ ，その体制のも 

とでは， かつて一度も 譲歩されたことのなかった 

諸権 利が収奪されるのです．一一 この体制 によ れ 

ば，諸権 利の不平等，諸負担の 不平等，保護の 不 

平等，法律適用の 不平等，そして 不平等な課税 
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であ る」のあ いだに， く 諸州間の ) という言葉 

を挿入すれば 一層分かり易い・ 

「決議」および「演説」の「アメリカ 体制」 

派 仁 対する批判は ，一貫して， この原則に基づ 

従い，かれの 利益のために 働くことになります / 

かれらは，われわれの 稼ぎに課税し ，それを自 

分たちの報酬にし ，われわれの 貧困にますます 重 

荷を負わせ，かれらの 富を益々大きくする 権 利を 
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もっています．これこそ ，これらの紳士が ，時代 

の偶像，あ るいは黄金のイメージとして 喜んでも 
ては やしているアメリカ ・・・・・・ 体制であ ります．                 

の詐欺と略奪と 収奪の体制をアメリカ ・ ， ・・・・ 体制と呼ぶ 

ことは，あ なた方の耳にも 私の耳にも，アメリ ； 

的 特性に対するもっとも 竹の悪い名誉 殿損 のよう 

に 岳 きます． ( 傍点部分は原文イタリッバ．・…‥ 

は 楠井 ) 

だからこそクーパーは ，つぎのように 高々 と 

決議するのであ ったⅢ '. (7 月 2 日の大会「決議」 

13 条 ) 

われわれは，国民的産業を 構成する残りの 他の 

部門を犠牲にして ，あ る産業部門を 育成し援助す 

6 目的をもった 税法を，連邦議会が 成立させる権 

利をもつことを 完全に否定するものであ る．かか 

る権 利は，いずれも 明らかに憲法のなかに 見出す 

ことの出来ないものであ る． もしこのような 権 利 

が憲法制定時に ，はっきりと 提案されていたとす 

れば ，すでに実行に 移されていたであ ろうと思わ 

れる．実際に 実行されていないのは ，わが社会的 

連邦の支配原則たる 諸権 利の平等や諸負担の 平等 

という原則と 調和しないものだからであ る．われ 

われは国土の 防衛のためになら 数百万ドルでも 支 

払 うが ，貢納のためになら ，びた一文たりとも 支   
払わないという 根本方針にしたがうものであ る． 

( 傍点部分は，原文イタリック ) 

「演説」を締めくくる 際のクーパ一のつぎの 

発言こそ， とくに注目さる べ ぎであ る・ 

「北部がわれわれの 主人であ ることを要求し ， 

われわれが北部の 貢納者であ るよ う 要求されて 

いるこの合衆国連邦を 存続させる値打があ りま 

すでしょう か ・北部がわれわれの 頸の後にかけ 
くびさ 

た 支配のための 輌をアメリカ 体制だなんて 呼ん 

だ 奴は，いったい 誰なんでしょう・ 一一しか 
サミツソシヰソ セメンイ ンヰソ 

し ，屈 服 か ， さもなければ 分 離かの二者 

択一の意思決定を 迫る問題が，われわれの 眼前 

に 近づきつつあ ります」 " の ・ 
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州の 1832 年関税法に対する 無効宣言，そしてま 

た南北戦争 期 に実際に起こった「南部」奴隷制 

諸州の連邦脱退を 正当化する理論的根拠を 見出 

すであ ろう． 
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とが記されている． 
第 1. 本 「提言」は，本来ならば 大会期間中に 
組められるべきものであ ったこと． しかし，一 

つには，大会で 審議さるべき 問題がひろがった 
こと・ い ま一つには，種々の 論文または資料， 

他の専門委員会からの 付託された報告書Ⅰ連邦 
議会への請願書」が ，大会の最後のギリギリの 

ったこと， しかも， これらに盛 

り込まれた見解が 所期の目的を 超えてひろがっ 
てしまったこと 等のため，大会中に 全体を纏め 

上げることが 出来なかったこと． 
第 2, 起草委員会は ，問題そのものを 考察し， 
「提言」の叙述方法について 一般的合意に 達した 

こと，委員長 (H . ナイルズ ) は，問題を取り 

集め，調整し ，下準備をする 仕事の責任を 請負 
ったこと．そして 大会の願望を 達成しようとす 
る委員たちのよりよき 能力に全面的に 信頼を寄 
せたこと， しかし「提言」に 盛り込まれた 計画 

は，全体として 調和のとれたものであ っても， 
諸 他の委員が 8 州に分散しているために ，その 

勧告や援助を 実際に得ることがたいへん 難しか 
ったこと・そのため ，委員長は，自分に 課せら 
れた仕事を十分にやり 遂げたという 点では，少 

なからず不安をもっており ，本委員会の 名にお 
いて， しかも，本大会の 名誉のために ，合衆国 

民衆に自らの 仕事の成果を 提示していることに 
対して，自信の 無さを禁じえないこと． 
第 3. 「提言」には ，本大会で提案された 諸方策 
に賛成する一般的諸論議だけしか 書かれていな 
いこと・そして ， これらの諸論議を 支持する諸 

事実または陳述は ， 「付録」で言及することに 
したこと． 

この「提言」は ， 1827 年 10 月 10 日付でナイル 

ズ委員長の署名のもとに 公表され， F ナイルズ 

・ウィークリー・レジスターロ XXXIII (1827 
年 ) の 10 月 13 日号に全文掲載された・ 

なお，「付録」は ， 「ハリスバーバ 大会会報」 

(Proceedings of H 虹 Ⅰ ぬも urg Convention) の項 
目の下に， 同誌， XXXIIl (1827 年 ) に掲載さ 

れた・主要なものはつぎの 通り，「人口およ ぴ 外 

国貿易に関する 統計」 じぁうば ・， pp.123-127[XR3), 
「生産と消費」 (J ぁう ば・， pp. 138CL コ -142CL コ ), 
「科学力と手労働   その生産におよぼす 影 饗 

の相違」 (7bid., pp. 142CR3-144CR コ ), 「国内 
通商」 (inland trade)    すなわち，いくつか 

の諸州間のコマース」 (76 Ⅰ は ・， pp, 14gCR コ %58 

CIO コ ), 「イギリスの 貿易と通商禁止法」 UJb ょガ ．， 
pp. 17lCL コ -176CR コ ， 「保護制度の 効果短評」 

(Z み id., pp. l ㏄ CL コ dg2CR コ ), 「綿花」 (76% ぱ ．， 
pp. 203CRJ-207CR コ ， 「羊毛」 ( 肋材・， pp. 207 

CL コ -208CR コ ), がこれであ る． 

81) Ni 「 les, Weeek ゆ地 etist ぴ ;  XXXIII  (1827),  P. 
Ⅰ㏄ CL コ ． 
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これらの諸事実を 裏 づけているものは ，「提言」 
の付録文書の 一つ「国内通商   すなわち，い 
くつかの諸州間のコマース」であ る． 

肋材・， XXXIII (18%),pp. 14gCL コ可 581 玉 コ ・こ 

れは ハリスバーバ 大会において 設置された二 つ 

の 専門委員会，すなわち ，川除通商問題専門委 
貝金 (R . C. マラリー委員長 ) と ，国内製造業 

の保護の，海運業者および 貿易業者におよぼす 
悪しき 影襄 に関する資料作成委員会 (1. " 一 ト 

レット委員長 ) の画報告書に 基づいてつくられ 

たものであ った．付録文書「国内通商」は ，大 
略つぎのように 構成されていた．㈹「東部」 主 

要 都市 ( ボルティモア ，ボストン ) での小麦粉 

取扱量 ( 外国への輸出量，市中消費量，周辺諸 
都市への沿岸取引量 と ，これら小麦粉の 送り 
先 ), [2 片 ユー ヨーク C エリーコ運河を 経由した 
商品名と取引高， (3) オハイオニミシシッピ 河 経 

由の商品名と 取引高， (4) 沿岸取引と外国貿易の 
趨勢比較   ボストン，ボルティモア ，フィラ 

デルフィア， ニョーヨーク 4 港の取引商品名と 

取引高・ とくに石炭，穀物， 鉄 ，ウィスキ ロ 綿 
花， タ " コ ，アメリカ産羊毛の 場合， (5 砂糖関 

税と羊毛関税の 性格の相違． (6; 銑鉄・ 棒 鉄の国 
内取引の実態． (7 厘 産 酒の生産と流通の 実態． 
(8) ボストンで製造されるガラスの 原料とその 供 
給地． (9) スクールキル 炭 ， ヴァジニア 炭 ， リー 

ハイ炭の消費地．㈹スクールキル 運河を経由し 
た商品名と取引高．㈹プロヴィデンス (R,I.) 港 

の取扱った， 主 としで沿岸取引による 商品名と 

取引高．⑫その 他の個別的な 国内取引． 
92) Ibbid., XXXIII (1827), p. 104CLl. 

なお「提言」のこの 指摘は，付録文書の 一 つ 「人口 
および外国貿易に 関する統計」 ( 、 Zbid., XXXIII 
(1827), pp. 123p127LRJ) に基づいて述べられ 

たものであ ることに注意されよ． この付録文書 
に よ れ ば ， 1826 年についての 次の数字が得られ 

る，すなわち ，総輸出額は ， 77,595.322 ドルで 

あ り．総輸入額は 84,794.477  ドルであ る．うち， 

国産品の輸出額 (53,055,710  ドル ) の内訳をみる 
と， タバコが 5,347.208  ドル (10.2%  ),  小麦粉 

が 4,161.466(7.9%  ) 等となっている．繰返し 言 

及されたように ，綿花の輸出額が 群を抜いてい 

ることがわかる． 
93) lb ぁ id., XXXII1  (1827), p. 105CR.l. 
94) 7b 仮 ・， XXXIII  (1827), pp. 105CL>406CR コ ・ 

95)  Jbid.,  XXXIII  (1827), pp, 106(R)-1107CL コ ・ 

96) Ibid., XXXIIl  (1827), p. 107CL コ ， CR コ ・ 

97)  稲井敏朗「㌃アメリカ 体制 Jl とニ ジャクソニアン 

・デモクラシⅡ」 (9),  F 磯浜経営研究 刀 IX/4 
(1989 年 ),  を参照． 

98) Ni 「 les, Wg 。 ek 奴 Regist.cr, XXXIII  (1827), pp   

107 「 R コ -1l0CU コ ・ 

99)  関連して，稲井敏朗，双掲論文 (2),  T 横浜経営 

 
 

 
 

p
 

 
 

 
 

 
 

p
 

 
 
照
 
の
凹
田
田
 

2
.
 

 
 

顧
 
托
さ
 

頭
 
「
 ハ
に
 

自
益
 
最
 
「
れ
い
し
 

す
久
わ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
 

 
 

0
%
 
ぎ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
）
）
）
）
）
 

 
 

）
）
）
）
）
 

2
 

6
7
8
9
0
1
 

5
 

1
.
1
 

0
0
0
0
 

エ
Ⅰ
 

1
 

Ⅰ
Ⅰ
 

1
.
1
 
 

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
 

エ
 
ー
Ⅰ
 

ユ
 

O
 
エ
 

 
 



60 ( ㏄ ) 横浜経営研究 第 Ⅹ巻葉 1  号 (1989) 

れを十分驚かせるに 足る額にまで 達した・そし 
てざっと控え 目に見積っても ，サウスカロライ 
ナ州に対して ， 1 年に 50 万ドルもの税金が 形成 

された」．そして ，これらの税金は ，プランタ一 
のポケットから 製造業者のポケット ヘ 移された 

のであ った． さらに言う．   「われわれの 大 

胆にして，能力あ る連邦下院議員たるマック ダ 

ッア イ ー 氏が ， 先の議会 ( 第 i9 議会第 2 会期 ) 

で宣言せざるを 得なかったよ う に，南部は正当 
な形式で議員を 送っても，その 発言は聞き入れ 
られ 々  ，南部の諸利益は ，議事堂の壁のなかで 
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 した」．「かれらは ，ワシントンで ，自分たちの 
代議員によって 代表されており」，「連邦議会の 
諸委員会で主張を 行ない，当然のこととして ， 
製造業者の諸利益にかかわる 諸問題にかんし 
て，議会の議事に 影甲を与えた」． 1820 年関税 
法案の提案者ボウ ド ヴィンは， ピッツバーバの 

製造業者の利益代表者であ った． 1824 年関税法 
の提案者トッドは ，ペンシルヴ ヱ ニア 州 ベッド 

プォド ，サマセット ，アレゲニー 3 郡の製造業 
者の利益代表者であ った・「アメリカ 体制」を 主 
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113) 7b ぁムぱ ．， XXXIII (1927), P. 3 Ⅱ LD. 

本文で引用された「ヨーロッパ 体制」とほ，ク 
ーパ一によって 次のものと表象きれた．「少数 
者の利益のために 多くの人々が 税され 謀 ている 

体制」，たとえば ，神聖同盟，イギリス 内閣，すな 
，，。 ， -. 。 ，， 

わち，独占者の 団結， ムぁ ， d.,XXXIII(1827), 
p. 32CR コ ， したがつて，「アメリカ 体制」派の 
人々が批判の 対象とした「ブリティッシュ 体制Ⅰ 
( イギリス中心の 資本主義世界体制 ) とは，全く 
異なっていることに 注意． 

114) 乃村．， XXXIII (1827), p. 27CRJ. 
115) Zb み i ガ ．， XXXIII (1827), P. 32CRJ. 

( 未完・ 統コ 
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